
議案第５５号  

 

市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について  

 

 市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。  

平成２４年２月１３日提出  

市川市長  大 久 保  博  

 

 

 

市川市条例第  号 

市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する

条例  

市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成１６年条例第３７号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「及びイ」を「からエまで」に改め、同号カを削り、

同項第２号を削り、同項第３号中「第１号」を「前号」に改め、同号を同項第

２号とし、同項第４号を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （市川市手数料条例の一部改正） 

２ 市川市手数料条例（平成１１年条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

別表住民基本台帳関係手数料の表備考中「第２条第１項第３号」を「第２

条第１項第２号」に改める。 

 （市川市印鑑条例の一部改正） 



３ 市川市印鑑条例（昭和５２年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項ただし書及び第２項第３号並びに第１２条第２項中「第２条

第１項第３号」を「第２条第１項第２号」に改める。  



理  由  

 

住民サービスの向上を図るため、住民基本台帳カードを利用して提供する

サービスとして、コンビニエンスストアに設置されている機器により戸籍及

び税に関する証明書を交付するサービスを加えるほか、利用状況等を勘案し

て提供するサービスの一部を見直す必要がある。  

  これが、この条例案を提出する理由である。  


